
「第 10 期かかみがはら高齢者総合プラン策定委員会」市民委員募集要項 

 

１． 趣旨 

   第 10 期高齢者総合プラン（令和９年度から令和 11 年度）の策定にあたり、「第 10 期かかみがは

ら高齢者総合プラン策定委員会」を設置しています。策定委員会の委員は、市内の公共的団体等の

代表者のほか、市民の皆様から募集します。 

 

２． 内容 

   老人福祉法第 20 条の８第１項に規定する市町村老人福祉計画及び介護保険法第 117 条第１項に

規定する市町村介護保険事業計画の策定及び変更について必要な事項を調査審議します。 

 

３． 募集人数 

 ２名 

 

４． 応募資格 

① 本市に在住し、令和７年４月１日時点で満４０歳以上の方（介護保険の被保険者） 

② 国、地方公共団体の職員又は議会の議員でない方 

 

５．任期 

   委嘱の日から令和９年３月 31 日まで 

   ※会議は、平日の日中に 1時間程度、令和 7 年度は 2 回、令和 8 年度は 4 回開催する予定です。 

※会議への出席にあたっては、市の規定による報酬（6,500 円※源泉徴収後 5,850 円）をお支払  

いします。 

６．応募方法 

  【ＷＥＢ申込の場合】 

ＷＥＢ申込フォームに必要事項及び応募動機（４００字以内）を入力の上、 

送信してください。 

 ＵＲＬ：https://logoform.jp/form/en3w/1266762 

 

  【窓口持参・郵便・メールの場合】 

   応募書類に必要事項及び応募動機（４００字以内）を記入の上、各務原市役所高齢介護課まで 

ご提出ください。 

 

７．選考方法 

   関係市職員により、提出された応募書類の内容を審査し、決定します。 

選考結果につきまして、令和７年 11 月中に応募者全員に通知します。 

 

 



８．選考基準 

１．内 容…当該委員会の意義を理解しているか 

２．積極性…意欲や熱意は感じられるか 

３．協調性…意見が固執していないか 

４．具体性…具体的な意見を持っているか 

５．バランス…年齢や地区を考慮 

 

９．応募期間 

   令和７年 10 月 28 日（火曜日）まで（必着） 

 

10．応募書類送付先及びお問い合わせ先 

   〒５０４－８５５５ 各務原市那加桜町１丁目６９番地 

    各務原市役所 健康福祉部 高齢介護課 高齢福祉係 

    （電 話）０５８－３８３－１７７９ 

    （ＦＡＸ）０５８－３８３－６３６５ 

    （メール）kaigo@city.kakamigahara.gifu.jp 


